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第３章　社会資本整備における基本的視点
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第３章　社会資本整備における基本的視点

既に見てきたように、今後 21世紀半ばまでの約 50年間は、我が国の生産年齢人口

の減少、急激な高齢化が進行するとともに、EU 統合、アジア諸国の本格的台頭等国

際競争の激化が予想される。このため、規制緩和などの構造改革を推進することはも

とより、技術開発、経営効率の向上等を押し進め、生産性の向上を図ることが不可欠

であり、私的ストックが効率的に利用され高い収益率をもたらすためには、社会資本

をはじめとした公的ストックの充実が重要な課題となる。

また、我が国が戦後の経済成長の中で大都市への集積によるメリットを享受してき

た一方で、過度の大都市集中と過疎化現象が顕著となっており、第 2章で示したよう

に、今後我が国の経済社会が成熟化し、産業構造の変化、ライフスタイルの多様化、

グローバル化と地方化の動きが活発になるとともに、環境を重視した経済社会システ

ムへ変化していくことが予想される中、地域の個性やポテンシャルをいかに活かして

いくかが重要な課題となる。

このような課題に対応し、今後長期的に我が国が国民の多様な選択を実現し、持続

可能な成長を達成していくためには、社会資本の生産力効果、生活環境の向上、災害

の防止等の多様なストック効果を的確に評価しつつ整備していく必要がある。

一方、今後は高齢社会に向け様々な政府支出の増大圧力が強まることにより、財政

制約が厳しくなることが予想されるとともに、これまで整備してきた社会資本ストッ

クの維持・更新費用が相当な規模となることが予想されるため、社会資本整備におけ

る一層の効率化が求められる。

このため、本章では社会資本の様々なストック効果について概観するとともに、公

共投資と財政問題の関係及び社会資本の維持・更新費用の増大と新規投資への影響に

ついて分析を行った。

このような基本的視点に立ち、第 4章において社会資本整備による長期的な我が国

の経済成長への影響について長期経済モデルにより推計を行うとともに、第 5章にお

いて今後の地域の長期的見通しを踏まえた社会資本整備の果たす役割と課題について

考察することとする。
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１．社会資本のストック効果

　社会資本には経済効果、非経済効果を含め、様々なストック効果があることが知ら

れている。以下では、社会資本がもたらす生産力効果とそれ以外の様々なストック効

果の関わり合いに留意しながら、社会資本整備がもたらす多様な効果を概観する。

（１）交通インフラのストック効果

　道路等の交通関連インフラは、しばしば産業基盤インフラとして分類されているが、

実際にはその効果は多様であり、事業が生み出す便益の全てが GDPによって測定でき

るものではない。

　交通インフラの整備は、大きく分けて①トラベルコストの削減、②ロジスティクス

費用の削減、③ネットワーク効果、④その他(環境改善等)の効果がある。以下では、

上記①から③の効果について、マクロ経済(GDP)に対する寄与との関係を中心に整理

する。

　

①トラベルコストの削減

　トラベルコストの削減効果を、まずビジネス利用とそれ以外の非ビジネス利用に分

類すると、前者は労働・作業時間の削減等が企業の生産性の向上に寄与し、経済全体

の生産を増大させると考えられる。その一方で、観光などビジネス以外の交通につい

ては、便益の多くは旅行時間の削減によるものであり、余暇に費やす時間が効率的に

利用されることでビジネスに割く時間が増大するという効果を除いては、生産力効果

に現れる部分は少ないと考えられる。

　また、地域構造又は経済状況によっては、産業が特定の地域に定着するようになる

など、通常の便益の測定において表現されにくい長期的な効果が発生する。

　例)高速道路の整備効果

熊本県植木町では、1972年 10月の九州縦貫自動車道南関－植木間の開通以来、高速道路の延伸とと

もにスイカの出荷量が増加した。特に、1979年に植木インターチェンジ以北の九州縦貫道が全線供用す

ると、福岡方面への所要時間は県道を利用した場合と比較して約 2時間程度短縮されたため、それに伴

い、スイカの出荷量も 1983年には 1971年の約 3.5倍に増加した1（図 3-1）。

                                               
1 建設経済研究所(1997)p.79参照。
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図 3-1　植木町のスイカ出荷量と出荷先内訳
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出典：建設経済研究所(1997)p.79を加工。資料：植木町資料，括弧内は％

②ロジスティクス費用の削減

　知識や技術を集約した生産物に関しては、労働や資本の投入額が生産額に占める割

合が大きいが、生産物の重量や体積が非常に大きい場合には、生産額に占めるロジス

ティクス費用(発注、在庫管理、輸送費用)は非常に大きいものになる。

　自動車、電機等の生産工場が、大市場の周辺ないし大市場と結びついた高速道路の

周辺に立地するのは、輸送費用のみならず、市場動向を踏まえた発注－生産システム

をとることにより、ロジスティクス費用を最小限にするためであると考えることがで

きる2。

　このように、輸送費用を削減することは、輸送の時間を短縮して輸送に係る機会費

用を減少させるのみならず、ロジスティクス費用全体を軽減することで、産業の生産

性向上に寄与していると考えられる。

③ネットワーク効果

　交通インフラの効果として、近年注目を集めているのが、様々な地域を結んで一つ

のネットワークを形成することにより、単純な道路整備の効果以上の「ネットワーク

効果」を得ることができるとするものである。

　こうしたネットワーク効果についての理論的な根拠については諸説あるが3、ここで

はWeisbrod-Treyz(1998)等によると、以下のように整理できる。

　ネットワーク効果のうちの有力な要素として、「規模の経済」及び「範囲の経済」等

                                               
2 “just-in-time”に代表されるように、輸送を低コストで頻繁に行うことができれば、ロジスティクス費用
の大幅削減につながると考えられる。
3 例えば、中条(1994)では、ネットワーク効果の主要構成要因として範囲の経済性と培養効果を挙げて
いる。これによると、前者は単一の施設を複数のサービスで共用することによって、各サービスがおの
おの施設を有する場合に比べてコスト節約が可能となる性質をいい、培養効果は、あるサービスの存在
が他のサービスの消費量の増加をもたらす効果を指している。
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を含めた「集積の利益」が挙げられる4。

　通常、企業や消費者が集中して立地すると、様々な混雑現象を引き起こし、環境の

悪化と同時に経済活動の停滞を引き起こす等の「集積の不利益」が発生することにな

る。ところが、ネットワークインフラを形成することができれば、空間の利用につい

て自由度が増すことになり、ネットワーク全体としての集積の利益を享受しつつ、集

積の不利益の影響を最小限にとどめることができる(図 3-2)。

図 3-2　ネットワークインフラの効果
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　このように、集積の経済を前提にした場合、いわゆるネットワークインフラを整備

することは、単にネットワーク上の地域経済を活性化するばかりでなく、一国の経済

全体の効率性を向上させつつ、様々な環境改善効果をもたらすことができると考えら

れる。

　以上の議論は、交通インフラに限らず、その他様々な産業基盤社会資本についても

                                               
4 集積の利益についても、その定義は様々である。例えば、固定費が大きい産業等において、単一の企
業が作業を行うよりも複数の企業が集中することで、より高い生産性を得られるという「規模の経済」
が得られる。さらに、様々なサービスが集中することによって、サービスに対する選択肢が増え、取引
の機会費用が削減するという「範囲の経済」が得られる。そして、商品・サービスの差別化が起こりや
すいような場合にも、商品・サービスの集積により選択可能性が増大することによって地域内独占が起
こりにくい状況を作り出すことができる。本研究では、企業や消費者が集中して立地することで得られ
る、これらの多様な側面をもつ利益全体を「集積の利益」と呼ぶこととする。
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当てはめることができる。例えば工業団地についても、工場等の産業施設が適切に配

置され、集団的に立地したことによって、効率的な生産が実現したのみならず、住居

地域の生活環境の改善に寄与した。

　このように、産業基盤の社会資本は、都市部－地方部を問わず地域の経済活動に大

きく寄与し、日本のマクロ経済の基礎的な成長条件をもたらしてきた。さらに、ネッ

トワーク効果等によって効率的な国土構造の形成に寄与するとともに、急速な経済発

展によってもたらされた環境悪化等の問題を緩和していると考えられる。

（２）生活環境の向上効果

　社会資本には、下水道の整備や河川環境の改善等、生活にゆとりと潤いをもたらす

効果がある。こうした効果は、人々の内面的な充実をもたらすものであると考えられ

る。さらに、下水道の整備や河川環境の改善が、観光開発や住居・事業所への立地促

進等、地域経済の水準を向上させる役割をも持つ場合がある。

　

①都市の再生

　都心部の再開発を行えば、地域環境が改善するだけでなく、その地域の雇用が確保

され、地域経済が活性化する。また、経済をマクロ的に見た場合も、都市中心部の土

地の利用度が上がることで、集積の経済をより享受しやすくなると考えられる。

　建設省の市街地再開発事業では、平成 5年度から 9年度の事業完了地区(都市局所管)

の平均値において、国庫補助金に対して 7.6倍の民間投資を誘発し、一般会計補助の

約 2倍の税収を生み出すという経済的効果をもたらしているほか、公共施設面積が従

前の 2倍、土地の高度利用が従前容積率の 6.3倍になるなど、都市機能が更新され、

利用度が向上している。さらに、建築物の不燃化が進み良質な都心住宅が供給される

ことで、都市の安全性及び生活の快適性の向上も実現している5。

例）佐久市の中心商店街の再生効果

　長野県佐久市の中込橋場地区の商店街では、駐車場の不足や商業施設としての魅力の低下により、空

洞化が進みつつあった。このため、1976年から土地区画整理事業を商店街近代化事業等と併せて実施し、

各店舗が面する通りのイメージアップ、来訪者のための駐車場の充実、多くの人々が憩える公園等を整

備した。　その結果、図 3-3のように、商店街の歩行者数は以前の約 1.8倍に、1店当たりの販売額は整

備前の 1.3倍に増加する等、活気あふれる商店街として再生することができた。

                                               
5 平成 11年度予算概要書による。
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図 3-3　区画整理前後の各指標の比較
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出典：建設経済研究所(1997)p.87を加工。

②水源地、森林の保全

　水源地、森林を保全することは、その地域の動植物を保護し、良質な水、空気を供

給して生活環境を改善することにつながる。こうして改善された自然環境を有効に活

用することができれば、観光産業の立地につながる。これは、一国経済全体で見た場

合に、環境制約の増大を軽減することで、効率性の向上に寄与していると考えられる。

 例）「川床飾り」の復活による効果

 　岐阜県高山市の宮川における「川床飾り」は、川の浅瀬に中州が築かれ、その上で子供たちが七夕

飾りや提灯などで飾り付けをして楽しむ夏の風物詩であったが、戦後の環境の悪化により 1950年代

後半からは実施されなくなっていた。しかし、1970年代末に下水道が整備されたことなどにより水質

が改善し、81 年に「川床飾り」は復活した6。現在では、市民のみならず、観光客を呼び寄せる行事

になっている。

③公園整備による環境改善

　公園等の整備を行うと、良質な環境を創出することによって利用者及び地域住民の

効用を改善することができる。さらに、祭り等の会場として地域におけるにぎわいを

提供したり、貴重な観光資源となって地域経済に貢献することができる。

例）東京都「石神井公園」における地価上昇

　東京都の石神井公園は、湧水がたまってできた池の周辺を公園化したものである。肥田野(1997)で

は、当該公園における周辺地域の地価関数又は不動産鑑定基準による便益の測定事例が紹介されてい

る。その結果、緑が見える地域を中心に地価が高く、1m2当たり最大で 10万円の地価格差が見られる

ことがわかった（図 3-4）。

                                               
6 建設経済研究所(1997)p.57参照
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図 3-4　石神井公園整備による便益の分布

出典：肥田野(1997) p.116図 8-1を抜粋。

（３）災害の防止効果

  災害を防止することによって、地域の安心・安全を得ることができる。こうした国

土の安全度の向上を図ることができれば、その地域の経済活動を活発化させ、土地等

の資産価値の増大をもたらす。さらに、一国経済で見た場合にも、利用できる国土が

増大することによって、効率性の向上が図られていると考えることができる。

例）鵜沼川の改修による効果

埼玉県大宮、与野、浦和の各市を流下する中小河川については、平成 8年 9月の台風 17号で浸水

家屋が約 1,300戸発生するなど、浸水被害が頻発している。このため、鵜沼川の沿川地域は JR埼京線

沿線という立地条件にもかかわらず、土地利用の高度化を進められない状況にある。したがって、鵜

沼川の改修は沿川土地利用の高度化を可能とし、周辺都市機能の充実を図る上で大きな効果が期待さ

れている。この改修事業については、土地利用高度化効果だけで約 610億円と試算されている7。

                                               
7 建設省(1996)p.25参照。
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（４）ストック効果の多様性と効果の融合

　このように、社会資本には生産力効果、生活環境の向上、災害防止等の多様なスト

ック効果がある。これまでは、経済水準の向上と、環境や安全性の向上は、トレード

オフのように考えられがちであった。しかし、実際には、地域経済が衰退すれば地域

環境の悪化や安全度の低下が起こる。こうしたことを考え合わせると、経済水準の向

上と、環境や安全性の向上は、同時に実現することが可能であるばかりでなく、この

うちどれか一つを実現しようとしても、複雑な経済社会の動向によって、予定通りの

成果を収められない可能性もある。

　例えば、人口や産業が集積すれば、その地域内での選択肢の多様化が進み、集中生

産することによって、様々な利益が得られる一方で、過剰な集中は環境の悪化及び経

済活動の停滞等の様々な混雑現象をもたらす。上述のような、ネットワークインフラ

の構築、都市内部の再生、災害の防止等の国土利用構造の改善を促す社会資本整備は、

このような集積の効果を最大化させつつ、混雑現象を軽減する等、様々なストック効

果を併せ持っている。

したがって、今後長期的に我が国が国民の多様な選択を実現し、持続可能な成長を

達成していくためには、社会資本の多様なストック効果を的確に評価し、複合的な効

果を考慮して社会資本を整備していくことが重要であると考えられる。
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２．公共投資と財政問題

（１）公共投資と財政問題に関する問題認識

  今後、高齢社会に向け、様々な政府支出の増大への圧力が強まることが予想されて

いる。一方で、少子・高齢化の進行、生産年齢人口比率の低下に伴い、国民負担(＝税

負担＋社会保障負担)が今後大幅に増大するおそれが指摘されており(表 3-1)、また累

積する財政赤字についても何らの対策なしには近い将来巨額にのぼるおそれがあると

する予測もある(表 3-3)。1970年代の高度成長のような経済成長が中長期的にも見込ま

れない状況にあって、自由で活力ある社会を実現し維持していくためには、著しく国

民負担を増大させるような増税や、公債の無秩序な大量発行等により財政を悪化させ

つつ政府支出をファイナンスするという「大きな政府」のシナリオは望ましくないも

のと考えられることから、政府支出一般についての一層の効率化が今後強く求められ

ていくものと予想される。

  本節では、現在～将来の財政状況等に関するデータ、財政赤字・公債等の論点に関

する基本的な財政理論及び財政学者の見解並びに英国における黄金律（golden rule）

に関する議論等を整理、分析した上で、中長期的観点からみた場合、高齢化の進行に

伴う社会保障等移転支出の増大により構造的に大きな政府がもたらされると同時に必

要な公共投資支出が措置されなくなるおそれがあることに鑑み、今後の財政支出のあ

り方を論ずるに当たって必要な事項を検討する。

（２）現在～2050年の財政事情

①国民負担率の推移(表 3-1)

　我が国における国民負担率は海外先進諸国に比してまださほど重いとはいえないが、

今後高齢化の進行に伴い、とりわけ社会保障負担が増大することが見込まれる。

②政府債務の国際比較

a. 財政赤字の推移(表 3-2)

 我が国における国と地方を合わせた債務残高の対 GDP比は、主要先進国に比べて急

速な上昇を続けており、1999年において 100%を上回るという深刻な状況にある。

b.財政赤字の将来見通し(表 3-3)

 　表 3-3は、海外諸国における現在の税制・支出の基準に全く変更がないものと仮定

した上で、それぞれの国々における高齢化の進行が財政に与える影響を予測したもの

である。予測には不確実性が伴うものの、ほとんどの国で財政状況が著しく悪化する

ことが見込まれている状況にあることが見てとれる。

 

 

 



－   －60

 



－   －61

 表 3-2 国及び地方の債務合計

  

(対GDP比  ％）
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

日本 61.4 58.2 59.8 63.0 69.4 76.0 81.0 87.4 99.9 108.5
米国 55.3 59.5 61.9 63.4 62.6 62.2 61.3 59.1 57.4 57.2
英国 39.1 40.1 47.0 56.0 53.6 59.0 60.0 59.1 57.2 56.2
ドイツ 43.2 41.3 44.4 50.1 50.2 60.5 63.0 63.6 62.6 62.2
フランス 40.2 41.0 45.5 52.7 56.1 60.1 63.0 65.3 66.4 67.2
イタリア 104.5 108.4 117.3 118.9 125.1 124.2 123.7 121.7 119.4 117.5
カナダ 71.5 78.6 86.1 92.8 95.6 97.6 97.5 93.9 90.0 85.4

    OECDエコノミック・アウトルック 64号(1998年 12月)より。

 

 表 3-3 高齢化が財政に与える影響予測(国際比較)

              

 （%:対GDP比）
国 ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ･ｻｰﾌﾟﾗｽ 2000～2030年の間の

1995 2030 政府債務の増加分
米国 0.4 △ 3.8 44
日本 △ 3.4 △ 8.7 190
ドイツ △ 0.6 △ 6.6 45
フランス △ 1.6 △ 4.5 62
イタリア 3.4 △ 5.9 109
英国 △ 2.8 △ 1.4 27
カナダ 1.5 △ 1.0 39
オーストラリア 0.0 △ 1.4 37
オーストリア △ 2.7 △ 7.7 171
ベルギー 4.3 △ 0.5 42
デンマーク 2.0 △ 2.3 124
フィンランド △ 4.3 △ 8.8 213
アイスランド △ 1.1 △ 3.3 41
アイルランド 1.8 0.0 2
オランダ 1.4 △ 6.0 142
ノルウェー 3.2 △ 4.7 135
ポルトガル 0.6 △ 5.6 110
スペイン △ 1.1 △ 4.4 66
スウェーデン △ 5.1 △ 2.7 117

 Elmendorf and Mankiw(1998) Table 4.による。

 それぞれの国々における税制及び支出原則に変更がないと仮定した場合に高齢化がプライマリ
ー・サープラス及び政府債務残高に直接もたらす影響のみを試算したものであり、利払いの増大
は考慮に入れていない。

 プライマリー・サープラスとは、税収から支払い利息以外の政府支出を差し引いたものである。
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 ③政府最終消費支出・資本支出・社会保障移転支出の対 GDP比(表 3-4、図 3-5)

 表 3-4及び図 3-5から明らかなように、大きな政府への傾向は主として所得再分配機

能をもつ社会保障移転支出において拡大傾向が根強いことに由来している。
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図 3-5 社会保障給付の推移

吉田和男(1997)『破綻する財政』p137より抜粋。

（３）財政赤字に関する財政学的整理

財政赤字が存在する、すなわち政府が税収を超えて支出を行う状況では、赤字を埋

め合わせるために公債発行により民間から資金調達しなければならない。

公債発行の功罪については、経済学者の間でも様々な議論が展開されている。

①一般的に指摘されている公債発行の問題点

               資金の調達

                                        

                

              赤字国債の発行

              借換え債の発行

               

               安易な発行

       （井堀利宏(1997)「財政学  第 2版」新世社、p.148 図 10.1より作成）

   クラウディング・アウト

    インフレーション

     

公    

債    

発    

行

   

       財政の硬直化

    財政の膨張や放漫化

  将来世代への負担の転嫁

→a

→b

→c

→d
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a.民間活動の阻害

公債発行による公的資金の調達は、民間の資金調達と競合してクラウディング・ア

ウトを生じさせる、あるいは、通貨の過大な供給を通じてインフレーションを引き起

こす。

b.世代間の不公平

　特に赤字公債は、負担を将来世代に残し、世代間の負担の公正を阻害するほか、国

全体の貯蓄、投資を減少させ、長期的には資本蓄積を減少させる。

c.財政硬直化

　大量の公債発行が続くと、その利払いや償還に追われ、他の政策的な経費に当てう

る財源が極度に圧迫され、国民が真に必要とする施策の実施が困難となり、財政の破

綻をもたらす。

d.財政の膨張や放漫化

　公債の発行による財源は、さしあたり負担感がないので、財政支出に安易に依存す

る風潮が生じかねない。

②その他の議論

  一般的に指摘されている公債発行の問題点(記 a.～d))については、他に以下のような

議論がある。

(「a.民間活動の阻害」について)

・　公債の大量発行は利子率の上昇を通じクラウディング・アウトをもたらすという

主張は、完全雇用を前提としており、景気局面を無視した議論であって、金融政策

その他の諸要因の影響を捨象して公債発行の影響だけに焦点を絞れば、理論上は生

産余力及び余剰資金のある不況期であればクラウディング・アウトは発生しない8。

・　社会資本と民間資本の互いの補完性が強ければ、社会資本が増えることにより民

間資本の限界生産力が大きくなり、それだけ民間投資を呼び込む(クラウド・インす

る)こととなる。三井(1995)によれば、公共投資が実行された時点では民間投資をク

ラウド・アウトするものの、その後は民間資本の限界生産性が上昇する効果を通じ

て民間投資をクラウド・インすることが示されている。

ただし、三井(1995)によれば、1957年度から 1970年度までの高度成長期を中心とする期間におい

ては、公共投資がクラウド・アウトする効果は弱く、クラウド・インする効果は強かったものの、1971

年度から 1987年度までの低成長期を中心とする期間では、公共投資が民間資本の限界収益性に対し

てもつプラスの効果が弱まるとともに、民間投資をクラウド・アウトする効果も強まっているとの推

計結果が得られている。

                                               
8 小野（1998）p.97-98.
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(「b.世代間の不公平」について)

　「将来世代に費用負担を強いるのは現世代のエゴであり、現世代が負担すべき」と

いう意見もマスコミ等の論調にみられることがある。こうした議論は、現世代にしか

便益をもたらさないような経常支出について赤字国債で賄う場合には当てはまるもの

と考えられる。しかしながら、公債を発行する場合でも、その財源で、負債ではなく

将来にわたり効用をもたらす資産である社会資本ストックを蓄積するのであれば(建

設国債の発行)、社会資本ストックが残ることで将来世代にも公債発行の便益が及ぶこ

ととなることに鑑みれば、異なる世代間における受益と費用負担とを対応させること

は合理的である。

  この考え方は、日本公認会計士協会により平成 9年 9月 1日に公表された「公会計原則(試案)」に

も反映されている。

 「･･･赤字国債については当該財政赤字を発生させた世代で負担すべきものではあるが、建設国

債のように次世代にも効用をおよぼす資金源泉については、後世代にその返済義務がおよんだとし

ても世代間の負担の公平を阻害することにはならない点について留意する必要がある。このことを

明瞭に開示するためにも、取得原価による貸借対照表の作成が必要になるものといえる。すなわち、

インフラ資産等の固定資産と対応する国債などの借入金が貸借対照表に表示されて国民に開示さ

れることにより、借入金のもつ意味合いを国民は十分に理解することができることになる。つまり、

国債又は地方債などの借入金について、即刻返済すべきものと次世代に負担を残しても差し支えの

ない部分とがあるということが明瞭にディスクローズされることになる。」9

　また、その生産力効果を通じて民間資本ストック減少の影響が緩和されるため、建

設公債の場合は公債発行が資本蓄積の減少を通じて将来世代に負担をもたらすという

ことにはならない10。

      著名な財政学者のマスグレイブは以下のように論じている11。

　「負担の転嫁の正当性を考慮するに当たっては、支出面も併せて考えなければならない。･･･

租税による調達が消費を、借入れによる調達が資本蓄積を阻害するとすれば、経常支出を租税に

より調達し、資本支出を借入れにより調達することは世代間の公平に合致したものとなる。逆に、

経常支出の借入れによる調達は、将来に不当な負担を負わせ、資本支出の租税による調達は不当

な便益を将来にもたらす。」

(「c.財政硬直化」について)

　公債残高が GDPよりも大きなスピードで成長しない限り、換言すれば経済成長率が

利子率(＝負債増加率)を上回る限り、対 GDP比でみた公債残高は発散せず、政府は公

                                               
9 公会計原則前文注解「注 10.公会計財務報告の目的」
10 野口 (1980) p.133.
11 Musgrave (1982) p.711.
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債を償還することが可能となる(税収も GDP と同じ速度で増加すると考えられるた

め)12。

(「d.財政の膨張や放漫化」について)

公債による財政支出の負担がゼロであると錯覚する「財政錯覚」を国民が持ってい

るか否かについては議論が分かれている。いわゆる「中立命題」については、前提条

件が強く完全には成立しないものの、ある程度の妥当性をもつ(すなわち、後世代への

負担が部分的にせよ生じる)とする意見が多くみられる13。 したがって、財政錯覚が部

分的にせよ生じるおそれがあるとすれば、それは財政放漫化への誘因となりうること

から、財政支出の内容に着目した何らかの財政運営上のルールは必要であるものと考

えられる。ただし、中立命題の考え方は、政府支出一定のもとでの財源調達手段の代

替に関するものであって、政府支出が変化したときのものではない。国債発行による

財源を政府支出の増加に用いるとき、その政策の効果は中立命題下でも政策的意義を

有することに留意が必要である。

  「中立命題」について整理すると以下のとおりである。

・中立命題その一「リカードの中立命題」

　公債発行と公債償還とが同一世代に限定されるならば、生涯にわたる予算制約式に

基づいて最適化行動をとる限り、どの時点で課税されても、その現在価値は同じであ

り、生涯にわたる予算制約も同じとなる。したがって、課税と公債とで何ら差異はな

い。

・中立命題その二「バローの中立命題」

　将来世代の効用にも関心を持つことから、遺産による世代間での自発的な再配分効

果により、いくら公債の償還が先送りされても、人々は自らの生涯の間に償還がある

ときと同じように行動する。公債の償還が先送りされれば、将来世代の負担のために

現在世代は遺産を増やす。調達方法としては課税と公債発行との間に差異はなく、後

世代への負担の転嫁の可能性は否定される。

・「中立命題」の政策的インプリケーション(５，６はバローの中立命題のみで成立)

１  政府の財政赤字が発生しても同額の貯蓄が民間で増えるので、クラウディング・

アウトは発生しない。

２  財政赤字は意味のない概念となり、財政均衡政策も意味がない。

３  財政資金を公債で調達するのも税金で調達するのも同じことであり、公債発行は

官民の資源配分の政策として意味があっても景気政策の手段としては意味がない。

                                               
12 Elmendorf and Mankiw(1998) によると、米国の例では、1945年から 1975年の負債－GNP比率の低下
期において、公債の償還に問題が生じなかったのは、この期間の大半において GNPの伸び率が利子率
を上回っていたことによる。
13 井堀 (1996) p.181.
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４  内国債と外国債の区別も意味がなくなる。

５  公債発行の元利支払い負担が子世代に先送りされても、親世代がこれを相殺する

ように貯蓄を残すため、子世代の負担は生じない。

６  公的年金等による世代間の所得再分配政策を行うことも意味がない。

 

③まとめ

 一般に指摘されている公債発行の問題点に関してはさらに議論を様々に展開する

余地があり、より厳密な議論のためには、公債発行の使途としての政府支出の内容及

びそれが消費・投資等に与えるミクロ的効果に注目する必要がある。

  公共投資の有するストック効果と経済効果については、既に前節で明確に示されて

いるところである。少数の勤労者が社会保障費等の重い経済的負担を強いられる高齢

社会においては、経済の安定成長を確保するとともに、実質賃金の減少を防ぐことに

より、国民の負担感を軽減することが必要であると考えられること14から、経済成長

に対する寄与という観点から性格の異なる支出を財政上明確に区別する必要性は、中

長期的な財政制約との関連で今後増大するものと考えられる。

（４）経常支出と資本支出の区別：英国の黄金律（golden rule）

英国における財政運営原則の一つとして最近明確に打ち出された「黄金律」（golden

rule）は、政府の借入れは投資目的の場合のみ可能であって経常支出を賄うために行

ってはならないとするものであり、世代間の公平の観点、公共投資の減少への反省等

を踏まえ、日本のいわゆる「建設公債の原則」に類似した考え方に基づいている。

①経緯

 a．1997年 7月「財政演説と予算書」(Financial Statement and Budget Report)

  以下の 2つのルールを財政運営の原則として明確化した。

・黄金律(golden rule)

　政府の借入れは投資を目的とする場合のみ可能であり、経常支出(current spending)

を賄うために行ってはならない。

・持続的投資ルール(sustainable investment rule)

　政府債務の対 GDP比が安定的かつ節度ある(stable and prudent)水準以下に保たれて

いなければならない。

　これら 2つのルールは、景気のサイクルを通じて(over the economic cycle)適用される

こととされている。それはすなわち、景気減退期に生じた経常赤字は景気上昇期の経

常余剰によって賄われなければならないということを意味しており、これにより、長

                                               
14 貝塚(1990) p.19.
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期的な経済の安定性が保たれるものとしている。

 以上のような動きには、公共投資の VFM(Value for Money)の向上に加え、厳しい財

政制約下で公共投資を確保しようという英国労働党政権の考え方が反映されているも

のと考えられる。

b．1998年 3月「財政演説と予算書」

 　上記２つのルールを引き続き財政運営の原則として確認しつつ、そのうち黄金律

(golden rule)については、経常支出と課税に関する財政運営の安定性(stability)と責任

(responsibility)を高めるとともに、公共投資のコストがその受益者により負担されると

いう点で世代間の公平をもたらすこと、また持続的投資ルールについては、借入れに

よる調達額に上限を設け、公的債務の増大を防ぐことにより、財政政策が責任ある運

営をされ経済の安定を脅かすおそれがないことを保証するものであることを改めて強

調している。

c．Pre-Budget Report(1998年 11月)

  上記の 2つのルールについて、健全な財政と長期的な経済の安定性を確保するもの

であること、短期的なプレッシャーにより投資が犠牲にならないようにすることを意

図したものであることを明確に示すとともに、その成果として、公共投資は今後 3年

間に従前の 2倍に増えること、それにより経済の生産性が高まり安定的な成長がもた

らされるであろうことを述べている。

②背景

a．1980年代

 1980年代前半における財政政策の目的は、金融政策を支援するために中期的に公

共部門借入要求(＝毎年の総借入必要金額；通称 PSBRと呼ばれる)の対 GDP比を減ら

そうというものであった。PSBRは 1984年度までは対 GDP比で 3%を超えた状態が続

いていたが、1986年度には 1%弱の水準にまで低下した。1987年度には 1969年度以

来の財政黒字を記録し、将来的にもしばらく続くものと見込んだ上で、1988年 3月の

予算書では均衡財政(balanced budget)を財政政策の目標に掲げ、「財政政策における慎

重な緩和」という表現の下、60億ポンドの減税を実施した。1989年 3月の予算書では

均衡財政を意識してさらに 30億ポンドの減税を行った。

b．1990年代

  しかしながら、財政余剰は予想よりも早く減少した。PSBRはわずか 5 年間の間に

10ポイントも増大し、1993年度には GDP比７％超の水準にまで達した。そこで、1993

年 3月及び 11月の予算書では大幅な歳入増加策が打ち出され、財政政策の目的も再び

「中期的にみた PSBRのバランスを回復すること」に変更されるとともに、コントロ

ール・トータルによる支出削減が図られたが、支出削減は専ら公共投資の削減という

形で行われたに過ぎなかった。
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　こうした過去の財政運営を省みて、大蔵省は、歳入を減らし歳出を増やすことはそ

の逆よりも容易であることに鑑みれば財政運営に関しては慎重であるべきこと、マク

ロ経済の安定化を図るため財政政策の予想可能性及び信頼性を高める観点から財政運

営のルール及び目的を明確化すべきことという 2点を今後の教訓とした。後者の教訓

からもたらされたのが「黄金律」(golden rule)及び「持続的投資ルール」(sustainable

investment rule)の 2つのルールであり、 労働党政権がそれらを明確に打ち出すに当た

っての問題認識として、過去において経常支出が経常的収入(current receipt)を GDPの

平均 1.5％程度も上回ってきており、将来世代に負担を課している一方で、1970年代

前半以降「黄金律」(golden rule)は満たされておらず、公共投資は民営化の影響等を考

慮しても歴史的・国際的にみて低い水準に落ち込んでおり、維持修繕が滞っているこ

と、経常支出と資本支出との区別の重要性に対する認識が欠如していたため、現在行

われる経常支出への対価を将来世代がどう支払うかという点を念頭に置いた政策決定

がなされず、経常支出よりも資本支出の削減が優先される傾向が生じたこと等が挙げ

られている15。

  英国大蔵省は、上記のルールに関して、資本支出はいかなる場合でも常に経常支出

よりも優っているという意味ではなく、各々独自の役割がありそれぞれに VFM の観

点が重要であること、既存の資産の有効利用も重要であること等についても留意を促

しつつ、以下のように述べている。

　「政府は、経済のニーズに対応するために必要な投資水準を維持し、公的資本ス

トックを良好な状態に保つ義務を有する。その義務を果たさないと、公的サービス

の効果的な提供を妨げ、英国のビジネスの効率性を損なうとともに、我々の生活の

あらゆる面で悪影響を及ぼす。すなわち、公共投資の不足は、英国経済の長期的パ

フォーマンスを害するおそれがある16。」

　「golden ruleを守るということは、経常的収入が経常支出に係るコストに合致し

なければならないということである。したがって、支出削減が必要となるような場

合は、それは経常支出に求められなければならない17。」

（５）まとめ

高齢化が進行し財政制約が厳しくなる中長期的観点から財政支出のあり方を論ずる

に当たっては、画一的な議論ではなく政府支出の内容及び効果にも着目し、経常支出

と資本的支出とが有する効果の性格の違いを明確にすることが必要である。

また、大きな政府を構造的にもたらす最大の要因でありかつ後世代への実質的な負

担をもたらす移転支出に左右されることなく必要な資本支出を確保するための財政ル

                                               
15 HM Treasury Working Paper, “Fiscal Policy: Current and Capital Spending,” p.1, ll.8-21.
16 HM Treasury Working Paper, “Fiscal Policy: Current and Capital Spending,” p.4, ll.11-16.
17 HM Treasury Working Paper, “Fiscal Policy: Current and Capital Spending,” p.10, ll.28-30.
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ールを構築する動きは英国にみられるところであり、国際競争力の低下を防ぐ観点か

らも、資本支出を着実に実施していくための財政ルールについても検討が必要である。

同時に、公共投資において個々人の効用の増大はもちろん、生産性の向上等を通じ

た民間消費・民間投資の効果的・効率的な誘発効果にも着目して、投入される資源の

有効利用を図りつつ、費用効果分析等を踏まえた効率的な実施に努めていくことも求

められよう。
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   今後、高齢化社会の進行に伴い、全般的な財政制約の下で、一般に社会保障

等の移転支出を資本的支出より好む高齢者の選好を反映した政治的プロセスを

通じて公共投資に制約がもたらされる可能性が指摘されている。前出のサロー

教授は以下のように述べている。
  
 　　「ベビーブーム世代(1947年以降に生まれた世代)が 65歳に達し、引退し始める 2013年から、

アメリカの高齢者は急速に増える。･･･平均して、65 歳以上の人達は、所得の 40％強を政府に依

存している。そして、65歳以上の人達の 40％弱が、所得の 80％以上を政府に依存している。･･･

この膨大な所得移転があるため、高齢者は選挙の時に、ただ一つの問題（月々の年金支給額や医

療費給付が増えるか減るか）しか考えなくなっている。民主主義では、単一の政策にしか関心を

持たない有権者は、その数以上の影響力を持つ。他の政策で意見が違っていても票が割れること

がないからだ。･･･現在、社会保障費と国債利払いを合わせると、税収全体の 60％が充てられてい

る。現在の法律を変えないとすると、この比率は、2003年には 75％となり、2013年には 100％と

なる。･･･いちばん問題なのは、高齢者向けの支出に食われて、インフラ、教育、研究開発への投

資が削られていることだ。過去 20年間、これらの投資の連邦予算に占める比率は、24％から 15％

に下がった。」(サロー(1996)、pp.132～133)

 
    「･･･高齢者は阻止できない政治勢力になる。 18歳未満には投票権がなく、18歳から 30歳ま

での人は投票率が低いからだ。･･･福祉の的を低所得の高齢者に絞ってコストを削減し、経済効

率を高める（金を最も必要としている人達にまわす）のが最善の策だが、そんなことを言い出

す政治家は選挙に勝てるはずがない。」(サロー(1996)、pp.137～139)

   こうした可能性は、我が国においても総理府の世論調査で統計的に示されて

いる。平成 10年 3月に総理府が実施した公的年金制度に関する世論調査によれ

ば、社会保障などの分野における最も重要な課題は何かという問いに対し、「老

後の生活に必要な年金など所得保障の確保」と答えた人の 71.6％（前回調査（平

成 5年 8月）から 10.6ポイント増加）に対し、「高齢者の住宅など生活環境の

整備」を挙げた人は 14.8％（同 3.6ポイント減少）に留まった（複数回答）。
 

         

老後の生活に必要な年金な
ど所得保障の確保

高齢者の住宅など生活
環境の整備

平成 5年 8月調査 61.0% 14.8%
今 回 調 査 71.6% 11.2%
（男性）  ～29歳 58.3% 18.2%

～39歳 73.8% 15.7%
～49歳 74.4% 13.3%
～59歳 71.3% 7.5%

60歳以上 74.6% 8.3%
（女性）  ～29歳 63.3% 21.1%

～39歳 76.8% 15.4%
～49歳 76.8% 9.9%
～59歳 73.5% 7.3%

60歳以上 65.6% 8.8%
 

高高高高齢齢齢齢者者者者のののの選選選選好好好好をををを通通通通じじじじたたたた公公公公共共共共投投投投資資資資にににに対対対対すすすするるるる制制制制
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   そもそもの調査目的が公的年金制度であることを割り引いて考えても、前回

調査に比して大きく両者の回答率の差が開いた点、及び年齢別に回答内容をみ

ると、おおまかにいって高齢者ほど生活環境の整備に対する関心が薄いという

傾向がみられた点は憂慮すべきものがある。

 

   しかしながら、宮島（1992,1994）によると、後世代にもストックとして引き

継がれるような住宅整備、生活関連の社会資本整備は、高価な福祉サービス費

用等の節減に寄与するという点で社会保障の先行投資と考えられることから、

高齢化社会における重要な福祉施策として大きな便益を社会にもたらすことが

期待できる。この便益を明示化しつつ、高齢化社会における福祉的観点からの

公共事業の有する意義について広く一般に理解されるよう努めていく必要があ

る。
      
   「これまで年金・医療に偏った社会保障政策が追及されてきたため、福祉サービス保障や生
活環境(福祉インフラ)整備が著しく立ち後れている。･･･移動の安全性・快適性を保障する社

会資本を福祉サービス節約型の福祉インフラと位置づけ、速やかに整備を進める必要があ

る。」（宮島(1992) p.76）

 
  「生活環境社会資本の整備は本格的な高齢化社会の到来に備えて計画的かつ着実に実施され

るべき長期的な課題であって、基本的には、短期・中期の経済・財政状況の変動に左右され

るべきではない。」（宮島(1992) pp.287～288）

  「高齢者の生活保障に住宅・道路・交通施設等の生活環境社会資本の整備が重要な役割を果

たすことに注意を喚起しておく必要がある。･･･従来、生活環境整備（社会・交通資本整備）

を社会保障と関連付ける視点が政策的にも行政的にも乏しかったため、両者が一体として立

案・実施されることはほとんどなかった。･･･バリアフリー化が事後的に必要となる高価な福

祉サービス費用や長期入院医療費の節減に寄与し、さらに後の世代にもストックとして引き

継がれることを考えれば、生活環境の整備はまさに福祉インフラの充実、社会保障の先行投

資と位置付けられるのである。」(宮島(1994) pp.104～105）
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３．社会資本の維持・更新費用の増大と新規投資への影響

（１）維持・更新費用に関する問題認識

　我が国においては 21 世紀初頭までには相当量の社会資本ストックが形成される一

方で、社会資本ストックの老朽化も相当程度進むと考えられ、大規模な修繕・更新に

伴う費用の増大が予想される。

米国の社会資本に関する維持・更新等費用のデータとしては、CBO(Congressional

Budget Office,1995)がある(図 3-6)。これによると連邦政府、州政府及び地方政府をあわ

せた公共投資総額は毎年増加しているが、その中でも非資本支出(Noncapital：維持・

更新等費用)は資本支出(Capital：新規投資)以上に顕著な増加傾向を示している。1961

年以降資本支出の割合が高かったが、1975年以降逆転し、1991年には約 54.3％となっ

ている。COE(U.S. Army Corps of Engineers)が中心となって、公共投資に係わる省庁が

横断的に連携し、米国における社会資本整備の戦略をまとめた FIS(Federal Infrastructure

Strategy Program；1993)においても、増加する維持・更新費等に対して、投入する資金、

施設量に着目した従来の管理から、その成果(performance)に着目した管理に移行し、既

存ストックの維持管理について効率化が図られるべきであることが記されている。

　また、英国の中央統計局(Central Statistical Office)作成の「Housing and Construction

Statistics」では、建設事業を新築 (New Work)と改築・メンテナンス (Repair and

Maintenance)に分類し、それぞれの推移を示している(図 3-7)。1955年から 1990年まで、

改築・メンテナンスは伸びつつづけており、新築にほぼ匹敵する額に達している。

米国、英国ともに、維持・更新等の費用が経年的に大きくなるとともに、全投資額

の 1/2 からそれ以上を占めるに至っており、両国より社会資本整備の歴史が浅い我が

国においては、今後維持・更新の比重が高まることが予想される。

このため、将来の社会資本整備のあり方について検討する上で、社会資本ストック

の維持・更新等に必要とされる費用についてあらかじめ把握しておくことは重要であ

る。このような推計については、先行調査として、経済企画庁の「日本の社会資本」

等でも行われているが、大蔵省令に基づく耐用年数を使用しており、施設管理実体が

十分反映されてないように思われる。本節では、建設省の有する施設の管理実績より、

できる限り施設管理実体が反映されたデータを使用して施設の更新ルールを設定し、

社会資本のストック額や新規投資・維持投資・更新投資額・災害復旧投資について、

2050年までの推計を試みた。
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図 3-6　米国の公共投資の資本支出と非資本支出(連邦・州・地方政府計)
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Congressional Budget Office(1995)による。

図 3-7　英国における建設業の新築と改築・メンテナンス費用の推移

Central Statistical Office,”Housing and Construction Statistics”による。

（２）維持・更新投資額の推計に関する基本的考え方

ストック額及び投資額の推計は、以下の考え方に従い行った。

① 調査対象範囲としては、建設省所管事業のうち、主なものとして、道路事業、河川

事業、河川総合開発事業、都市公園事業、下水道・下水道終末処理施設事業、公営

住宅事業を調査対象として選び出した。また、それぞれの調査の対象とする事業範

囲は、投資額や施設管理に関する資料の整備状況より、表 3-5 の通り設定した。な

お、税収を財源としているものを対象とするため、公団等は除いている。
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表 3-5　調査対象範囲
対象事業 対象範囲

道路事業 道路・都市計画街路事業(直轄・補助・地方単独)
河川事業 直轄河川事業
河川総合開発事業 直轄河川総合開発事業
都市公園事業 都市公園事業(補助・地方単独)

都市公園事業(補助・地方単独)
下水道・下水道終末処理施設事業

下水道終末処理施設事業(補助・地方単独)
公営住宅事業 公営住宅事業(補助・地方単独)

②各投資額については、事業費から用地・補償費を除き、建設工事費デフレータで実

質化する(1990年度基準)。以下、事業費や投資額は実質額を示す。

③ストック額の推計は、施設の取得額の積み上げによるものとし、既存の公共投資額

を新規投資と、維持・補修・管理投資(以下、維持投資)、更新投資、災害復旧投資(災

害復旧、災害関連、公害復旧)に分類し、このうちの新規投資額をストック額に積み

上げる。

④投資の分類に当たっては、新設改良費に含まれる更新投資の分離が重要となる。

⑤施設の更新については、改築実績等から実態にあった更新ルールを設定する(表 3-6)。

表 3-6　施設の更新の考え方
対象事業 施　設 更新の考え方

道路事業
道路部分
橋梁部分

更新なし
鋼橋の掛替率の調査結果を使用

河川事業 河川管理施設 河川管理施設の耐用年数 50年
河川総合開発事業 ダム・堰等 更新なし
都市公園事業 都市公園 更新なし
下水道事業 管　路 管路の改築率の調査結果を使用
下水道終末処理施設事業 下水処理場 処理場のうち土木施設の耐用年数 45年
公営住宅事業 公営住宅 廃止戸数データから廃止率曲線を想定

⑥また、供用期間の施設は維持・管理等が適切に実施され、機能は従前通り維持され

るものとして、減価償却は考慮しない。

⑦災害によるストックの損壊は、災害復旧等(災害復旧、災害関連及び公害復旧)により、

原型復旧される。ただし、災害復旧箇所は局所的なものであり、周辺施設の更新時

に併せて更新されるとして、施設の耐用年数には影響しないものとする。

（３）新規投資及び維持・更新投資の将来推計

　道路事業から公営住宅事業までの推計結果を足し合わせることにより、建設省所管

事業全体の推移を概観する(図 3-8)。ただし、河川事業、河川総合開発事業については、

他と異なり直轄事業を調査対象範囲としているため、それぞれ平均的な(全体事業費/

直轄事業費)を求め、これを乗じて引き延ばした。引き延ばし率は河川事業で 3.089、

河川総合開発事業で 1.688である。建設省所管事業は、本研究で取り扱った事業以外に
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もあるが、これら事業の合計投資額は、建設省所管事業全体(公団は除く)の約 92％を

占めており、全体を概観することは可能と考えられる。

総投資額に占める新規投資額の割合及び形成されるストックの比較を図 3-9、図 3-10

に示す。いずれのケースも、維持・更新投資の増加が大きく、対前年度比 99％のケー

スでは、2050年度において新規投資がほぼ 0となり、98％のケースでは、2039年度以

降、維持・更新等に必要な投資額さえ確保できず、ストック額が減少する様子が見ら

れる。一方、新規投資額は予算総額の制約の中で圧縮され、対前年度比 100％のケース

でも、現状で 8割程度の新規投資割合が、2050年度には 4割程度と著しく減少する。
図 3-8　建設省所管事業全体の投資額及びストック額の将来推計

(対 前年 度 比 9 8 % )
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(対 前年 度 比 1 0 0 % )
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図 3-9　新規投資割合の比較

全投 資 額 に 占 め る 新 規 投 資 の 割 合
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図 3-10　ストック額の比較
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（４）まとめ

　本節では、社会資本に関する既存の投資額データ、施設量データ及び施設の更新に

関する調査研究等をもとに、2050年度までの新規投資・維持投資・更新投資・災害復

旧投資及びストック額について試算を行った。その結果、得られた知見は以下の通り

である。

・我が国では今後一層財政制約が厳しくなると考えられる一方で、維持・更新に係わ

る必要投資額は大幅に増加することが予想される。所要の公共投資額を確保できな

い場合は、新規投資が大幅に圧縮されたり、場合によっては維持・更新に対する十

分な対応ができず、社会資本ストックが減少することになる。このことは、経済成

長や生活の質の点から、国民生活に重大な影響を及ぼすと考えられる。
適切な社会資本整備を行うためには、長期的な視野に立ち、将来の維持・更新も念頭
に置くことが重要である。
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